
　

国土交通省　近畿地方整備局　滋賀国道事務所
　　　　　副 所 長　　中村　香澄（内線２０４）
　　　　　工務課長　　井越　邦彰（内線４１１）
　　　　　ＴＥＬ　０７７－５２３－１７４１（代）

　　　滋賀県長浜市において進めている一般国道８号姉川橋架替事業に
　おいて現道交通（上下線）を迂回路に切り替えます、また夜間には片側
　交互通行規制を行いますので、走行には十分ご注意下さい。
■車線切り替え日
　　平成23年11月1日（火）6:00～
■夜間片側交互通行規制期間
　　・平成23年11月1日（火）～ 平成23年11月15日（火）
　　・規制時間：22:00～翌6:00
■場所
　　　　　　　　　しがけんながはましす　　　　　　　　　　そね

　　・国道８号滋賀県長浜市酢～曽根（約600m区間）
■規制内容
　　・車線切り替え及び夜間片側交互通行規制

（ 雨天等で切り替え日を延期する場合があります。）
※工事期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。
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　　国道８号姉川橋架替、
　　車線切り替え、夜間片側交互通行規制を実施

平成　２３　年１０月２１日
　１４時００分

Kinki Regional Development Bureau
　　Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省近畿地方整備局



 

国道８号姉川橋架替に伴う現道交通（上下線）の 

       車線切り替え及び夜間片側交互通行規制について 

  

 

○ 姉川橋架替事業に伴う 

車線切り替えについて 

 

    本事業は、一般国道８号長浜 

市における、架設後５７年経過 

した老朽橋の架替を行います、 

1 車線分の現道交通を仮橋に切 

り替えるため、車線形状が変更 

となりますので走行には十分ご 

注意下さい。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

○ 夜間片側交互通行規制について 

 今回、迂回路（仮橋等）への切り替え後に、夜間に車線規制を行う予定です、

車線形状が変更となりますので走行には十分ご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■車線切り替えについて 

切り替え時間 ： 平成２３年１１月１日 ６：００～  

・ 北行き車線 → 仮橋を利用 

・ 南行き車線 → 現在の橋を部分的に利用 

・ 切替の期間 → 約２年程度 

■夜間片側交互通行規制について 

期  間 ： 平成２３年１１月１日～１５日 

規制時間 ： ２２：００～翌６：００ 

・ 北行き車線 

・ 南行き車線 

 

仮橋にて片側交互通行 

■平成２３年１１月１６日以降の状況 

・ 北行き車線 → 仮橋を利用 

・ 南行き車線 → 現在の橋を部分的に利用 

・ 歩道部    → 現在の歩道橋を利用 

 



■切り替え及び規制の詳細図 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

①平成２３年１１月１日 ６：００～ 車線切り替え 

②平成２３年１１月１日から平成２３年１１月１５日まで 

             夜間片側交互通行規制（２２：００～翌６：００） 

 

③平成２３年１１月１６日以降 → 

  ・北行き：仮橋を利用 

  ・南行き：現在の橋を部分的に利用 

・歩 道：現在の歩道橋を利用 

 

 

 

 

現 在 車線切替 
夜間片側交互通

行規制 

切替 

規制 
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